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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
五
号

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
五
年
四
月
一

日
前
に
退
職
し
た
被
共
済
者
で
あ
っ
て
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
退
職
金
を
分
割
払
の

方
法
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
も
の
、
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
令
和
六
年
四
月
一
日
前
に
退
職
し
た
被
共
済
者
で

あ
っ
て
同
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
退
職
金
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
を
請
求

し
た
も
の
及
び
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
令
和
七
年
四
月
一
日
前
に
退
職
し
た
被
共
済
者
で
あ
っ
て
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
退
職
金
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
も
の
に
係
る
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率

は
、
年
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
三
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
定
め
る
件


